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ムムCMAJCMAJフォーラムフォーラム

「インハウスCMｒから見た
CMサービス」

2015年1月21日 森ビル㈱ 片田和範
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都市づくり都市づくり

資料出典；（一財 ）森記念財団 都市戦略研究所 2014年10月

経済 研究・開発 文化・交流 居住 環境 交通・ｱｸｾｽ
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街づくり街づくり （大型再開発）（大型再開発）

上海環球金融中心

2008年8月

環状第二号線新橋・虎ノ門地区第二種市街地再開発事業環状第 号線新橋 虎ノ門地区第 種市街地再開発事業

【施 行 者】 東京都都市整備局

（ 地下トンネル部は建設局）

【施 行 面 積】 約【施 行 面 積】 約

【住 宅 建 設】 戸

【総延べ面積】 約 万㎡

【 道 路 】 幅員 ｍ 延長 ｍ
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立体道路制度の活用による道路整備立体道路制度の活用による道路整備

道路の区域を立体的に限定し、それ以外の空間を建築物などに利
用する制度。

１９８９年の道路法改正等により可能となり、土地の有効活用を図
ることができる。

街区建築物街区建築物

環２本線
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発注時期発注時期

土地
ｱｰﾄ什器備品

建 資機CMｒ ｱｰﾄ建設資機材

基本計画段階
基本/実施
設計段階

工事段階
維持管理
段階

設計者 施 者解体 修繕工事
調査・測量

ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ

設計者 施工者

ﾃﾅﾝﾄ内装工事

建物管理会社解体

ﾃﾞｻﾞｲﾅ

修繕工事

ﾘﾆｭｰｱﾙ

ﾃ ｻ ｲﾅ
（外装）

ﾃﾅﾝﾄ内装工事ﾃ ｻ ｲﾅｰ
（内装）

（照明）

（ランドスケープ）
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パブリックパブリック アートアート

スペインを代表する

世界的アーティスト、

ジャウメ・プレンサによる

大型彫刻「ルーツ」

「ルーツ」は、8つの言語の文字を
使い、膝をかかえて座る人間をか
たどった、高さ約10ｍにもおよぶ巨
大なパブリックアートです それぞ大なパブリックア トです。それぞ
れの文化を映し出す文字を通じて
「世界の多様性」を表現し、「多様
な文化の違いを越えて、人々が平
和的に共存すること」を象徴する
本作品に森ビルが込めた想いは「本作品 森 込 想
虎ノ門ヒルズをルーツ（起点）に、
世界の人々が共存する国際的な
街づくりを進め、東京を世界一の
都市にしたい」。
未来の東京を見つめる「ルーツ」を
ボシンボルとして、虎ノ門エリアに新

しい文化や暮らしが根づき、ここか
ら未来につながる創造や革新が
生まれるような街に成長していくこ
とを願っています。
虎ノ門という場所は森ビルの「ル虎ノ門という場所は森ビルの「ル
ーツ」でもあります。その意味でも
、この作品はとても意義深いもの
になっています。
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発注者系ＣＭＲ発注者系ＣＭＲ 組織図組織図

三井不動産㈱ 森ビル㈱

経営企画部

三井不動産

ｱｰｷﾃｸﾁｭﾗﾙ・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱

総務部

社

長 ﾀｳﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業部

都市政策企画部

経営企画部

社

長

技術本部

ＣＭ本部
情報管理部

都市開発本部

計画統括部

開発統括部

業務管理部

三菱地所㈱

マーケティング部

オフィス事業部

住宅事業部

商業施設事業部

営業本部

ポ グ プ

㈱三菱地所設計

商業施設事業部

建物環境開発事業部

ＰＭ事業部

管理事業部
コーポレートグループ

社

長

営業グループ

デザイングループ

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞグループ ＣＭ部

設計統括部

仕入統括部

ﾝｼ ｱﾘﾝｸ グル プ

都市デザイングループ

部
海外事業部

森ビル都市企画㈱
※資料出典；各社ＨＰより
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発注者のノウハウ発注者のノウハウ

三井不動産

ｱｰｷﾃｸﾁｭﾗﾙ・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱
㈱三菱地所設計

ｱ ｷﾃｸﾁ ﾗﾙ ﾝｼ ｱﾘﾝｸ ㈱

• 【事業概要】
三井不動産は多くのオ スビル 商業施

• 【事業内容】
総合不動産デベロッパーの設計監理部門と
しての長い歴史の中で 事業主の視点に三井不動産は多くのオフィスビル・商業施

設・ホテルなどを工事発注、竣工稼働させ、
内部に技術ノウハウを保有していますが、
同時に外部とのパートナー関係を通じて技

しての長い歴史の中で、事業主の視点に
立って業務を提供することを身につけてまい
りました。

•同時に外部との トナ 関係を通じて技
術開発を進める必要がありました。・・・・・外
部パートナーとの連携を通じた技術開発を
行います。

• 【ＣＭ】
総合デベロッパーのインハウス設計事務所
として発注者の立場でプロジェクト全般にわ

ビ
• 【ＣＭ】
建設プロジェクトにおいて三井不動産グルー
プの一員として設計会社・施工会社の業務

たるマネージメントサービスを提供してきた
実績が三菱地所設計の信頼の高さと原動力
です。・・・・・この独自のノウハウを駆使した
サービスをご提供いたします。員 設計会社 施 会社 業務

をマネジメント
サ ビスをご提供いたします。

資料出典；各社ＨＰより
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発注者ならではのサービス発注者ならではのサービス

• 事業
計画

・ＣＭ

テナント
発注計画

• 行政
折衝

• テナ

企画
段階

• 設計
監理

• ＣＭ

設計
段階

・テナント
リーシング

・開業準備

施工
段階

・ＰＭ
運営
段階

段階

テナ
ント
移転

ＣＭ
・運営管理
体制構築

発注者系CMR発注者系CMR
本業を通じて蓄積したノウハウを

“他 発注者” 提供する とがビジネ なる“他の発注者”に提供することがビジネスになる



発注者組織における技術者の役割発注者組織における技術者の役割
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土地

所有地

購入地

建物

デベロッパー

ウ メ カ

賃貸借契約

リース
借地 ハウスメーカー

ＳＰＣ、ＲＥＩＴ

投資家 ＡＭ

リ ス

売却

建物

発注者

(事業者）

自己資金

出資者

（銀行、ﾌｧﾝﾄﾞ等）
ＰＭ ＦＭ

所有者

賃貸借契約
利用規約？

コンサ
ルタント 業務委託契約

工事請負契約
運営

管理者

設計者 使用者

（ﾃﾅﾝﾄ）

利用者

（来場者）利便性

設計者

施工者
保守点検

維持修繕

リニューアル
監理者

（ﾃﾅﾝﾄ） （来場者）利便性

安心・安全

設計者

監理者
メーカー

施工者

メーカー
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建設プロジェクトの業務アイテム建設プロジェクトの業務アイテム

No. 業務内容 26 敷地の確保 51 設計業務発注方式の検討 78 近隣対策の方針作成 109 下請け業者の推薦

1 建築ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの発意 27 コンサルタント業務発注方式検討 52 設計者選定要項書作成 79 設計者との建築詳細仕様に関する協議 110 許認可スケジュールの管理

2 発注者組織内建築ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ検討組織編制 28 コンサルタント（候補者）の資格審査・指名・選定 53 設計者（候補者）の資格審査・指名・選定 80 設計者からの建築計画詳細提案資料の検討 111 発注スケジュールの作成・管理

敷地の選定 ンサルタント契約条件協議 契約 設計者契約条件協議 契約 エネルギ ストの試算 関連工事 付帯工事発注スケジ ル調整3 敷地の選定 29 コンサルタント契約条件協議・契約 54 設計者契約条件協議・契約 81 エネルギーコストの試算 112 関連工事・付帯工事発注スケジュール調整

4 基本的敷地条件の調査分析 30 敷地及び敷地周辺のインフラ審査 55 設計・工事・許認可スケジュール作成 82 ライフサイクルコストの試算 113 工事発注方法・工事区分・契約条件の決定

5 需要調査 31 法令上の諸条件調査 56 関連工事・付帯工事設計スケジュール調整 83 運営（テナント）者の選定 114 施工候補者の選定

6 類例調査 32 諸官庁と初期折衝協議・許認可内容の確認 57 敷地及び敷地周辺の詳細インフラ調査 84 運営（テナント）者との条件交渉 115 施工候補者の選定要項書の作成

7 事業コンセプトの検討 33 周辺地区・公共空間の計画確認 58 周辺地区・公共空間の計画との調整 85 運営（テナント）者との施設計画詳細協議 116 施工候補者の資格審査・指名事業 検討 周 間 確認 周 間 調 営（ ）者 施設 詳細協議 施 候 者 資格審 指

8 事業手法・開発手法の検討 34 敷地利用計画の基本的な考え方作成 59 設計者との建築基本性能に関する協議 86 高次区分案の詳細協議 117 現場説明会開催・質疑応答・見積微収事務

9 概略予算の検討 35 建築規模の設定 60 設計者からの建築計画提案資料の検討 87 維持管理者の選定 118 見積内定の査定

10 概略スケジュール検討 36 概略設計与条件の作成 61 申請上の問題点把握・対応方針決定 88 維持管理者との詳細条件交渉 119 査定を基にした目標コスト設定

11 資金調達方法・条件の検討 37 建築・設備計画の基本的な考え方作成 62 公的資金活用の事前協議 89 維持管理者との施設計画詳細協議 120 工事費交渉方針決定

事業収支の検討 地区全体の開発手法の調査検討 運営（テナント）候補者の初期選定 事業者間の資産区分 工事費交渉12 事業収支の検討 38 地区全体の開発手法の調査検討 63 運営（テナント）候補者の初期選定 90 事業者間の資産区分 121 工事費交渉

13 事業リスクの確認 39 他事業者の要求把握・募集 64 運営（テナント）候補者との初期条件協議 91 事業者間の業務調整・ルール管理 122 VE・CD 案検討

14 施設コンセプトの検討 40 他事業者間の業務連携・ルール作成 65 運営（テナント）候補者との建築計画協議 92 マスタープラン管理・デザイン調整 123 VE・CD 案の採用決定

15 施設概要の検討 41 地区全体のマスタープラン策定・デザイン調整 66 工事区分案の作成・協議 93 広告宣伝活動の資料等作成 124 関連工事・付帯工事のコスト確認

16 運営手法の検討 42 協力事業者の策定・事業計画の評価・調整 67 維持管理候補者の初期選定 94 実施設計図書のレビュー 125 工事費と事業計画との整合性確認運営手法 検討 協力事業者 策定 事業計画 評価 調整 維持管 候補者 初期選定 実施設計図書 事費 事業計画 整合性確認

17 管理手法の検討 43 初期近隣対応 68 維持管理候補者との初期条件交渉 95 実施設計図書の改善提案作成 126 工事費協議終了・工事費決定

18 概略施設計画検討 44 マスタースケジュールの作成 69 維持管理候補者との建築計画協議 96 実施設計図書の改善提案決定 127 近隣工事説明

19 品質管理方法の検討 45 設計与条件に基づく工事費概算 70 基本設計図書のレビュー 97 修正実施設計図書の最終確認 128 工事費支払条件協議

20 建築ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進体制の検討 46 関連工事・付帯工事の概算 71 基本図書の改善提案の作成 98 数量調書・工事費内訳明細書の作成 129 工事請負契約書・約款の作成

ンサル 設計監理 工事発注方法の検討 ﾌﾟﾛｼﾞ ｸﾄ予算の見直し 基本設計図書の改善提案の決定 公的資金活用の申請事務 履行保証の条件協議21 コンサル・設計監理・工事発注方法の検討 47 ﾌ ﾛｼﾞｪｸﾄ予算の見直し 72 基本設計図書の改善提案の決定 99 公的資金活用の申請事務 130 履行保証の条件協議

22 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ関係者の業務体制・業務区分の検討 48 事業計画案の見直し 73 工事費概算の作成 100 周辺地区・公共空間との詳細調整 131 工事費内訳明細書の最終確認

23 関係者への説明 49 事業リスク管理手法の確認 74 工事費概算の内容確認・判断 101 運営者（テナント）の決定 132 工事請負契約の締結

24 事業計画案の策定 50 発注者組織内建築ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事業計画決定 75 関連工事費・付帯工事日の確認 102 運営者（テナント）との条件交渉 133 着手

25 発注者組織内建築ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進合意形成 76 事業計画の評価・調整 103 高次区分の決定発注者組織内建築ﾌ ｼ ｸﾄ推進合意形成 事業計画の評価 調整 高次区分の決定

77 基本設計図書の承認 104 運営者（テナント）との基本合意

105 事業収支詳細検討

106 資金調達方法・条件の詳細検討

107 運営者（テナント）賃料と事業計画との整合性確認

※資料出典；建築ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの発注者業務に関する研究

日本建築学会計画系論文集 第598号、165-170,2005年12月
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インハウスの専門家とインハウスの専門家とCMCMｒｒの共通点・違いの共通点・違い

共通点共通点
エンジニアとしての視点、技術的判断、本質的なマネージメント手法エンジニアとしての視点、技術的判断、本質的なマネージメント手法

違い
立場 ； 発注者＝自身 対 発注者＝クライアント立場 ； 発注者＝自身 対 発注者＝クライアント

知識領域； 自社の分野に特化（狭く深く）

対 ク イ 合わ た知識（広く浅く 狭く深く 組 合わ ）対 クライアントに合わせた知識（広く浅く+狭く深く の組み合わせ）

目的 ； 建物経営（不動産事業） 対 建物完成

CMRCMRにしかできない業務はあるのか？にしかできない業務はあるのか？ 設計者・ＧＣの管理・監理業務でも対設計者・ＧＣの管理・監理業務でも対
応可能か？応可能か？応可能か？応可能か？
目的が発注者業務の補完か？目的が発注者業務の補完か？
最適解の追及か？第三者性か？最適解の追及か？第三者性か？

原則

あらかじめ全て
を決める

決められた設計図書等に基
づき品質・工期・コスト等
を保証する

インハウス専門家ならでは業務はあるインハウス専門家ならでは業務はある 造りながら考える 発注者責任の意識

14

インハウスの専門家ならではインハウスの専門家ならでは

内部検討（自社の特性に精通）、予算管理、事業性の検討内部検討（自社 特性 精通）、予算管 、事業性 検討

守秘性確保、発注者責任意識、先行手配の判断

外部のCM ならでは外部のCMｒならでは

第三者性（業者評価） 専門ノウハウ提供第三者性（業者評価）、専門ノウハウ提供

エレファント オン ザ テーブル

発注者（同業）として競合しない発注者（同業）として競合しない
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発注者内技術者のジレンマ発注者内技術者のジレンマ

発注者責任が念頭にあるため？発注者責任が念頭にあるため？

①時に、予算堅守よりも「安心・安全」が優先し、過剰設
計などでコスト増となる計などでコスト増となる

②外注先を説得するのか、社内を説得するのか？

発注者組織発注者組織に属するために属するため

建設物価の高騰

発注者組織発注者組織に属するために属するため
③技術者として設計者や施工者の意見に納得・同調③技術者として設計者や施工者の意見に納得・同調
できても 発注者として設計者や施工者を説得しなくてできても 発注者として設計者や施工者を説得しなくてできても、発注者として設計者や施工者を説得しなくてできても、発注者として設計者や施工者を説得しなくて
はいけない場面があるはいけない場面がある
④後工程の部署の意見に弱い④後工程の部署の意見に弱い 営業 管理営業 管理④後工程の部署の意見に弱い④後工程の部署の意見に弱い 営業、管理営業、管理
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ＣＭサービス範囲の拡大ＣＭサービス範囲の拡大

上流へ 下流へ

得意分野強化得意分野強化

新ｻｰﾋﾞｽ提供

企画段階 設計段階 施工段階
運営管理
段階段階

Ｐ Ｍ / Ｃ Ｍ
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ＣＭサービス範囲の拡大ＣＭサービス範囲の拡大

• 事業計画立案 支援事業計画 案 支援

• テナント移転 支援

• 補助金申請 支援

• Fast Track、先行発注、BQ入札 提案

上流へ
Fast Track、先行発注、BQ入札 提案

第三者性（セカンド オピニオン） 業者評価得意分野強化 • 第三者性（セカンド・オピニオン） 業者評価

• コンプライアンス 支援

• ＬＣＣ削減、環境負荷低減、エネルギー効率向上の提案
新技術（3 プリ タ ）の活用

得意分野強化

新ｻｰﾋﾞｽ提供 • 新技術（3Ｄプリンター、ＢＩＭ）の活用新ｻ ﾋ ｽ提供

• テナントリーシング 支援

• 運営管理体制構築 支援

• ＰＭ下流へ
• 新築 維持修繕工事の増加

増加する維持修繕工事増加する維持修繕工事
18
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建築紛争事例からＣＭｒ活躍のヒントを探る建築紛争事例からＣＭｒ活躍のヒントを探る

建築主との合意 (建築主が建物の引き渡し拒否）
■建築主

「設計段階の説明は素人で分からなかったが、これは自分が発注した建物ではないと
設計者に対し、変更工事の要求と、設計料の返還を要求」

■設計者

「同等建物の見学、材料サンプルの提示を行いつつ、基本設計完了時に「基本設計概
要書」を作成し、説明し、それに対して建築主から質疑や注文などがあった詳細な記録
が残され る 合意は確実 され たと主張

■設計者

が残されているので、合意は確実にされていたと主張」

地裁地裁

消費者保護の観点から、「設計の見直し」という判決

高裁

詳細記録を認め 「設計料の返還要求を却下」という判決

※資料出典；（一社）日本建築学会 司法支援建築会議「建築紛争にならないための設計実務教育シンポジウム」2014.10.7

詳細記録を認め、「設計料の返還要求を却下」という判決

20

建築紛争事例からＣＭｒ活躍のヒントを探る建築紛争事例からＣＭｒ活躍のヒントを探る

■外部仕上表 外壁 吹付タイルとタイル仕上の記載

実施図面に未記載工事の追加請求

■外部仕上表 外壁；吹付タイルとタイル仕上の記載

北側立面；「吹付」の記入、南側立面；仕上の書き込みと領域を示すラインの記載

東西立面；仕上の記入なし 工事は吹付仕上げとして契約

■現場の仕上工程になって、東西は道路に面しているため、設計者は当然タイルと主張
し、タイルが張られたが、増額の話は出ていなかった。

■工事完了後、追加増額が請求された。 紛争に巻き込まれないための基本は・・・・・
高度な専門性、自立性、

公共性に立脚した

裁判所

ゆるぎない価値基準を身につけること

裁判所

「設計者は任務を果たしていないので、設計者に増額相当
分の支払い義務がある」

※資料出典；（一社）日本建築学会 司法支援建築会議「建築紛争にならないための設計実務教育シンポジウム」2014.10.7

分 支払 義務 ある」



発注者の法的責任発注者の法的責任
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建築主・発注者の法的責任（設計段階～工事段階）

定の条件の建築物は建築士の資格を有するものにより設計を行わなければならない（建築基準法）・ 一定の条件の建築物は建築士の資格を有するものにより設計を行わなければならない（建築基準法）

・ 一定の条件の建築物の工事を行う場合には、建築主は建築士の資格を有した工事監理者を定めなければならない（建築基準法）

・ 建築主は、一定の条件の建築物を建築する工事に着手する前に・・・・・建築済証の交付を受けなければならない（建築基準法）

・ 発注者と施工者は 対等な立場で契約を締結し 誠実に履行しなければならない（建設業法）・ 発注者と施工者は、対等な立場で契約を締結し、誠実に履行しなければならない（建設業法）

・ 建築主は、建築工事の途中及び完了時に、建築主による中間検査や完了検査の申請をしなければならない（建築基準法）

外注するにしても外注するにしても

発注者側でコントロールしたい

国土交通省 通知通達 ほか

平成12年 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」制定

発注者＝甲

請負者＝乙
平成12年 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」制定

入札・契約適正化の基本原則 ほか

平成23年 「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」

平成23年 「民間（旧四会）連合協定工事請負契約約款

発注者、受注者
平成23年 「民間（旧四会）連合協定工事請負契約約款」

平成25年 「法定福利費の確保による社会保険等未加入対策の徹底について」

22

コンプライアンスコンプライアンス

当事者間の合意内容を明確にし、後日のトラブルを防ぐ！

民法上は、請負契約の成立に書面は必要ないが

建設業法上（建設業法第19条）違反となる建設業法上（建設業法第19条）違反となる。

【建設業法 第19条】

建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従って、
契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名
又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
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④④ 施工者募集要項書の作成施工者募集要項書の作成

建設業法第19条第1項
最低限定めるべき重要な事項についての定め最低限定めるべき重要な事項についての定め

①工事内容 ⑧工事の施工により第三者が損害を受けた場合に
おける賠償金の負担に関する定め

②請負代金の額

③工事着手の時期及び工事完成の時期

④請負代金の全部又は一部の前金払又は出来高
部分に対する支払いの定めをするときは その支払

おける賠償金の負担に関する定め

⑨注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設
機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び
方法に関する定め

部分に対する支払いの定めをするときは、その支払
い時期及び方法

⑤当事者の一方から設計変更又は工事着手の延
期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出
があ た場合における工期の変更 請負代金の額

⑩注文者が工事の全部又は一部の完成を確認する
ための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期

⑪工事完成後における請負代金の支払の時期及び
があった場合における工期の変更、請負代金の額
の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方
法に関する定め

⑥天災その他不可抗力による工期の変更又は損害
負担 びそ 額 算定方法 関する定め

方法

⑫工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該
責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結
その他の措置に関する定めをするときは その内容の負担及びその額の算定方法に関する定め

⑦価格等（物価統制令（昭和21年勅令第118号）第2
条に規定する価格等をいう。）の変動若しくは変更
に基づく請負代金の額又は工事内容の変更

その他の措置に関する定めをするときは、その内容

⑬各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場
合における遅延利息、違約金その他の損害金

⑭契約に関する紛争の解決方法⑭契約に関する紛争の解決方法

⇒⇒ ++ ++

ご清聴ご清聴

ありがとうございましたありがとうございました
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